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第３節 支援体制と障害福祉サービス 

 

１．生活に関する悩みなどの相談について 

生活に関する悩み・不安の相談先としては、全ての障害種別において、「家族や親せ

き」の割合が最も高くなっています。家族や親せき以外の相談先については、身体障害

のある人、知的障害のある人、発達障害のある人で「利用している施設や事業所の職員」、

精神障害のある人で「通院している医療機関の職員」、障害のある子どもで「通院施設

や学校などの先生」、難病患者で「友人・知人」など、障害種別により傾向に違いがみ

られます。 

相談機関に必要なこととして、難病患者以外の障害種別においては、「問題が解決す

るまで相談にのってくれる体制」とする人が多く、難病患者については、「障害者や難

病患者が気軽に相談できる窓口」を求める声が多い傾向となっています。 
 

生活に関する悩み・不安の相談相手 

全ての障害種別において、「家族や親せき」の割合が最も高くなっています。続いて

多かった相談相手は、身体障害のある人、知的障害のある人、発達障害のある人で「利

用している施設や事業所の職員」、精神障害のある人で「通院している医療機関の職員」、

障害のある子どもで「通院施設や学校などの先生」、難病患者で「友人・知人」がそれ

ぞれ２位となっています。精神障害のある人、障害のある子どもでは、「利用している

施設や事業所の職員」もそれぞれ３割程度で高くなっています。 
 

 

 

  

＜複数回答＞

身体障害 知的障害 精神障害
障害のある

子ども
難病 発達障害

(n=938) (n=428) (n=561) (n=159) (n=191) (n=441)

家族や親せき 家族や親せき 家族や親せき 家族や親せき 家族や親せき 家族や親せき

(56.0%) (56.1%) (61.7%) (59.7%) (75.9%) (63.9%)

利用している施設や
事業所の職員

利用している施設や
事業所の職員

通院している
医療機関の職員

通院施設や
学校などの先生

友人・知人
利用している施設や

事業所の職員

(23.6%) (39.7%) (35.5%) (40.9%) (33.0%) (37.6%)

友人・知人
相談支援事業所

（相談支援専門員）
利用している施設や

事業所の職員
利用している施設や

事業所の職員
通院している

医療機関の職員
通院している

医療機関の職員

(21.0%) (15.4%) (26.9%) (27.7%) (20.4%) (19.5%)

通院している
医療機関の職員

友人・知人 友人・知人 友人・知人
利用している施設や

事業所の職員
相談支援事業所

（相談支援専門員）

(13.1%) (10.7%) (25.3%) (17.6%) (7.3%) (17.9%)

相談支援事業所
（相談支援専門員）

通院している
医療機関の職員

相談支援事業所
（相談支援専門員）

通院している
医療機関の職員

職場の上司や同僚 友人・知人

(12.6%) (8.4%) (16.0%) (16.4%) (6.8%) (15.9%)

相談しない 相談しない 相談しない 相談しない 相談しない 相談しない

(11.6%) (8.6%) (4.5%) (8.8%) (9.9%) (7.7%)

相談できる人が
いない

相談できる人が
いない

相談できる人が
いない

相談できる人が
いない

相談できる人が
いない

相談できる人が
いない

(5.0%) (4.2%) (8.2%) (3.1%) (3.7%) (6.3%)

<

参
考

>

1
位

2
位

3
位

4
位

5
位
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利用したことのある相談機関 

「区役所の相談窓口」については、いずれの障害種別においてもそれぞれ２割程度の

利用率となっています。 

「総合療育センター（地域支援室を含む）」については、障害のある子どもで 50.9％

と高く、発達障害のある人においても 27.7％となっています。 

難病患者については、「相談機関（窓口）」を利用したことはない」が 54.5％と高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「その他の具体例」 ■ケアマネージャー ■学校の先生 ■病院 ■就労移行支援事業所 

 ■訪問看護 ■放課後デイサービス 

  ■相談窓口がわからない、相談できない  

＜複数回答＞（％）

身体障害 知的障害 精神障害
障害のある

子ども
難病 発達障害

(n=938) (n=428) (n=561) (n=159) (n=191) (n=441)

区役所の相談窓口 25.3 22.7 24.1 23.9 17.8 24.0

障害者基幹相談支援センター 5.1 5.4 6.1 1.9 1.0 6.6

子ども総合センター 0.4 2.8 2.0 11.3 1.6 7.3

福祉用具プラザ北九州 7.2 1.6 0.7 0.6 2.6 0.9

総合療育センター（地域支援室を含む） 5.3 15.7 6.6 50.9 2.1 27.7

精神保健福祉センター 0.3 1.4 4.6 0.0 1.0 1.4

難病相談支援センター 1.2 0.7 0.9 1.3 9.4 0.5

発達障害者支援センター「つばさ」 0.3 7.9 6.2 0.0 1.0 13.2

特別支援教育相談センター 0.1 0.9 1.1 5.0 0.5 1.8

北九州障害者しごとサポートセンター 3.3 6.1 9.8 0.0 2.1 9.8

ハローワーク 6.9 4.9 15.9 0.0 7.9 9.3

東部・西部障害者福祉会館 2.5 0.5 0.5 0.0 0.0 1.4

民生委員・児童委員 1.4 0.7 1.4 0.6 1.0 1.4

身体・知的障害者相談員 0.7 1.9 0.5 0.6 0.5 1.6

権利擁護・市民後見センター「らいと」 0.2 0.2 0.4 0.0 0.5 0.2

相談支援事業所（相談支援専門員） 9.4 14.5 17.1 8.8 1.6 15.2

障害者差別解消相談コーナー 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0

北九州市社会福祉協議会 2.2 0.2 0.7 0.0 0.0 0.5

市コールセンター、いのちの電話などの電話相談 0.3 0.7 4.6 0.0 1.0 1.4

ピアカウンセリングを実施している相談機関 0.7 0.2 0.4 1.3 0.0 0.7

相談機関（窓口）を利用したことはない 31.6 26.6 27.3 19.5 54.5 23.1

その他 5.8 6.3 10.2 8.2 5.8 7.7

無回答 20.4 18.9 11.8 13.2 12.6 9.8
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相談機関に必要なこと 

難病患者以外の障害種別において、「問題が解決するまで相談にのってくれる体制」

が最も高くなっています。難病患者については、「障害者や難病患者が気軽に相談でき

る窓口」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.1 

33.7 

18.4 

27.2 

27.8 

2.8 

24.5 

3.9 

10.0 

22.9 

33.4 

18.7 

17.1 

32.7 

3.0 

29.0 

4.2 

11.2 

30.1 

43.3 

28.2 

25.7 

33.5 

2.7 

21.9 

5.0 

6.1 

39.6 

42.1 

21.4 

24.5 

32.1 

1.9 

14.5 

6.9 

5.7 

31.9 

26.7 

21.5 

42.9 

19.4 

4.7 

25.7 

4.2 

5.2 

34.5 

47.4 

25.6 

23.4 

37.6 

2.0 

18.6 

5.0 

6.1 

0.0 20.0 40.0 60.0

相談したい内容についての専門的な知識や技術

問題が解決するまで相談にのってくれる体制

相談できる内容が分かりやすく整理された仕組み

障害者や難病患者が気軽に相談できる窓口

身近なところで相談できる体制

新たな機能や機関は必要ない

分からない

その他

無回答

（％）

※複数回答

身体障害
(n=938)

知的障害
(n=428)

精神障害
(n=561)

障害のある子ども
(n=159)

難病
(n=191)

発達障害
(n=441)
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２．障害福祉サービス等の利用について 

障害福祉サービス等の利用状況については、いずれの障害種別においても、利用率が

高いもので２～３割程度となっていますが、障害のある子どもでは「放課後等デイサー

ビス」が 51.6％と利用者が多くなっています。 

地域生活支援等の利用状況についても、いずれの障害種別においても利用者率は１

割未満から１割程度となっているものの、障害のある子どもでは「日常生活用具の給

付・貸与」が 25.2％と高くなっています。 

障害福祉サービス、地域生活支援ともに、利用率が比較的低いものの、利用サービス

に対する満足度は、全体的に高くなっています。 

 

障害支援区分の認定状況 

身体障害のある人、知的障害のある人、難病患者、発達障害のある人では、「区分６」

がそれぞれ２～３割と高くなっています。精神障害のある人では、「区分２」「区分３」

がそれぞれ４割程度と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 1）障害支援区分の認定を「受けていない」人、無回答は除いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7 

6.2 

1.5 

11.1 

8.8 

8.4 

16.9 

40.9 

11.1 

15.6 

17.6 

9.3 

42.4 

44.4 

18.1 

13.5 

21.8 

10.6 

21.9 

16.8 

16.4 

1.5 

11.1 

13.1 

34.1 

29.3 

3.0 

22.2 

22.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害
(n=370)

知的障害
(n=225)

精神障害
(n=132)

難病
(n=18)

発達障害
(n=160)

区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６
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7.7 

15.5 

11.8 

5.5 

10.3 

17.6 

22.2 

20.0 

100.0 

11.1 

32.0 

23.5 

22.2 

40.0 

12.8 

16.5 

11.8 

22.2 

17.0 

15.5 

17.6 

40.0 

46.0 

10.3 

17.6 

33.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１級
(N=235)

２級
(N=97)

３級
(N=17)

４級
(N=9)

５級
(N=5)

６級
(N=1)

区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

【手帳等級と障害支援区分の関係（身体障害のある人・知的障害のある人のみ）】 

 

①身体障害のある人 

身体障害者手帳等級１級では、「区分６」が 46.0％、２級では「区分３」が 32.0％

と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

備考 1）障害支援区分の認定を受けていない人、無回答は除いています。 

備考 2）身体障害者手帳を持っていない人は除いています。 

 

  

身
体
障
害
者
手
帳
等
級 
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②知的障害のある人 

療育手帳等級Ａ１では、「区分６」が 62.2％と高くなっています。Ａ２、Ｂ１につい

ては「区分４」がそれぞれ３～４割程度、Ｂ２については「区分２」が５割程度で高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 1）障害支援区分の認定を受けていない人、無回答は除いています。 

備考 2）療育手帳を持っていない人は除いています。 

 

 

 

  

12.2 

2.7 

12.0 

1.4 

12.0 

35.7 

48.0 

2.7 

12.0 

14.3 

12.0 

4.1 

37.3 

33.3 

12.0 

17.6 

18.7 

50.0 

11.9 

12.0 

62.2 

17.3 

50.0 

4.8 

4.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ１
(N=74)

Ａ２
(N=75)

Ａ３
(N=2)

Ｂ１
(N=42)

Ｂ２
(N=25)

区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

療
育
手
帳
等
級 
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介護保険サービスについて 
 

①４０歳以上について 

【介護保険サービスの有無】 

40 歳以上での介護保険サービスを利用している人は、身体障害のある人の 10.3％

が最も高く、その他の障害種別では、いずれも１割未満となっています。 

 

 

 

 

 

  

10.3 

4.5 

3.1 

7.9 

62.8 

58.7 

72.0 

68.6 

26.9 

36.9 

24.8 

23.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害
(N=776)

知的障害
(N=179)

精神障害
(N=318)

難病
(N=140)

利用している 利用していない 無回答




